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令和６年度委託研究事務処理説明書 補完版（以下、本補完版という）について 

 

●委託研究契約に係る書類 

以下に掲載しています。報告書等の作成等にあたっては、必ず下記ＵＲＬからダウンロードの上、

所定の電子ファイルをご使用ください。 
 

https://www.jst.go.jp/contract/index2.html 

 

●研究者向けハンドブック 

事務処理説明書（共通版、補完版）とは別に、研究活動を進めるにあたり、研究者向けに必要な

事務処理等について説明するものです。 
 

○産学共同（本格型） https://www.jst.go.jp/a-step/jimu/sangaku.html 
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Ａ.事務処理説明書 共通版との違い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ここでは、「委託研究事務処理説明書 共通版」に 
かかわる内容で事業固有の取扱いを掲載します 
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委託研究事務処理説明書の見方 

 

●委託研究事務処理説明書は、経理契約等共通の事項を「共通版」に記載し、共通版との取扱いの違

いや事業固有のルールがある場合は、それらを「補完版」に記載しています。 

●共通版と補完版を合わせて「事務処理説明書」とします。 

●補完版と共通版の間で取扱いに差異が生じる場合は、補完版の定めが優先されます。 

 

 

❍事務処理説明書 共通版 大学等 

❍事務処理説明書 共通版 企業等 

本補完版２ページにＵＲＬを記載しています。 
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 委託研究契約の概要 
１．用語の解説 

 

 

上記に以下を追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

共通版の記載内容 企業等： ４～５ページ 

２．用語の解説 の表 

用語 説明 

研究責任者 シーズとなる技術の創出に関わった者で、代表となる「大学

等」機関における責任者 

主たる研究分担者 プロジェクトリーダー、研究責任者の所属機関の他にＪＳＴと

契約する共同研究開発機関における責任者 

産学共同研究チーム
代表機関
（企業）

代表機関
（大学等）

研究責任者

・・・

参画機関①
（企業/大学等）
主たる研究分担者

参画機関②
（企業/大学等）
主たる研究分担者

企業責任者
=プロジェクトリーダー
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 経理・契約事務について 
１．委託研究費の概算払い・請求について 

 

共通版の記載内容 企業等 １９ページ 

１．委託研究費の概算払い・請求について 

委託研究契約の締結（もしくは年度更新）時に研究機関へ通知する事務連絡に基づき、各期 

の委託研究費を請求してください。 

 

上記に以下を追加します。 

 

  各四半期の委託研究費を請求する際には、経理様式５7「委託研究費請求書（請求内訳書を含む）」

により請求してください。当該四半期の請求額が０円の場合でも作成の上、提出してください。 

  なお、ＪＳＴが必要と認める場合は、委託研究費請求書に収支簿（経理様式 2）を添付して提出

してください。 
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２．委託研究費のＪＳＴから研究機関への支払いについて 

 

共通版の記載内容 企業等： ２０ページ 

（1） 支払いの方法 

① 原則として『分割払い』（四半期毎の４回払い） 

 当該年度の契約金額を、期中に概算払いにて研究機関に分割して支払うことを原則 

としています。 

契約書に記載の委託研究費は、当該年度に利用できる金額の限度額となります。 

委託研究費の概算払いを受けた場合は、当該委託研究費を本研究以外の使途に使用 

することは認められません。 

 

a．【例外】一括払いとする場合 

（以下略） 

 

上記の下線部分は以下のとおりとします。 

 

① 『分割払い』（四半期毎の資金需要払い） 

 

また、「a．【例外】一括払いとする場合」以降は適用しません。 

 

 

共通版の記載内容 企業等： ２０ページ 

（1） 支払いの方法 

② 分割額の決定方法 

各四半期の支払い額は、当該事業年度における委託研究費を均等４分割した額を原 

則としますが、以下の理由がある場合は、ＪＳＴにて各期の支払い額を調整させてい 

ただきます。 

（以下略） 

 

上記の下線部分は以下のとおりとします。 

 

各四半期の支払い額は、請求対象となる各四半期の支出予定額とします。当該四半期の支払いに

必要な額を請求してください。当該四半期の支払いに必要な額を超える請求や、前倒しの請求はで

きません。また、以下の理由がある場合は、ＪＳＴにて各期の支払い額を調整させていただきます。 
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３．直接経費の執行 

 

◆物品等の取扱いについて［試作品・物品確認］ 

 

共通版の記載内容 企業等： ２８ページ 

（４） 物品等の取扱いについて 

② 物品の管理 

c．試作品について 

     企業会計上、研究開発費用として認識される試作品（研究活動の過程で構造や機能 

解析のために製作される試作用機器等）は、有形固定資産として報告する必要はあり 

ません。税法に基づき、研究機関で適切に会計処理をしてください。 

ただし、取得価額が 50 万円以上で、完成後（試作品としての役割を終えた後）、 

廃棄せずに 1 年以上の使用が見込まれる場合は、ＪＳＴへ有形固定資産として報告し 

ていただくことになります。（b．取得物品のうち報告対象となるものを参照） 

 

上記に以下を追加します。 

 

・当該事業年度に取得した試作品のうち、以下に該当するものは、第４四半期終了時（翌事業年度 

の 4 月２日まで）または研究終了時にご報告ください。 

ⅰ）単体で機能する５０万円以上の有形物 

ⅱ）５０万円以上の物品を含み、複数の物品によって構成された有形物一式 

 

・試作品取得報告は、「試作品取得報告書」（経理様式５５）を使用の上、ＪＳＴへご報告ください。 

※報告対象となる試作品の取得がない場合であっても、必ずその旨をご報告ください。 
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共通版の記載内容 企業等： ２８ページ 

（４） 物品等の取扱いについて 

② 物品の管理 

e．ＪＳＴによる物品確認等 

 

上記に以下を追加します。 

 

・ＪＳＴは資産取得報告を受け、ＪＳＴの固定資産として登録手続きを行います。登録完了後、

固定資産一覧表および資産管理ラベルを研究機関に郵送します。資産管理ラベルについては、

上記ＪＳＴによる物品確認検査の確認対象となるため、対象物品に貼付してください。貼付後、

現況報告として物品の写真画像をご提出ください。 

 

 ＜現況報告の流れ＞ 

 １．資産管理ラベルを対象物品に貼付 

２．資産管理ラベル貼付後の物品写真画像を「取得物品現況報告書」（経理様式５８）に貼付 

３．取得物品現況報告書を提出 
 

※物品写真画像は、実際に研究実施場所等に設置された状態であることが明確に確認できるもの

としてください。 
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４．証拠書類の管理について 
 
共通版の記載内容 企業等： ４４ページ 

（１） 作成・管理をしていただく経理等関係書類 

② 適正に執行されたことを証明する書類（証拠書類） 

（中略） 

経理等関係書類の整備に関する研究機関の規程が無い場合などは、【別添２．証拠書 

類一覧】を参考に整備してください。 

（以下略） 

 

 上記の下線部分は以下のとおりとします。 

 

共通版【別添 2．証拠書類一覧】に基づき、経理等関係書類を整備してください。また、収支簿

の提出が必要な研究機関については、中間実績報告時および期末実績報告時に、収支簿に証拠書類

の写し（証拠書類一覧の表のうち、「〇」に指定した書類）を添付してＪＳＴへ提出してください。

なお、上記共通版に加え、本補完版１６～２０ページに記載した内容も併せてお読みください。 

 

※中間実績報告時に提出した証拠書類について、期末実績報告時に改めて同じものを提出する必

要はありません。期末実績報告時の証拠書類は、下期分のみを提出してください。 

 

 

５．委託研究費の変更（増額・減額）について 
 

共通版の記載内容 企業等： ５１ページ 

（１） 委託研究費の増額変更に伴う追加額の支払い（ＪＳＴ⇒研究機関） 

原則として一括で支払います。 

委託研究費の増額変更に係る契約変更手続き終了後、速やかに増額された委託研究費 

を請求してください。 

 

上記に代えて、以下のとおりとします。 

 

（１） 委託研究費の増額変更に伴う追加額の支払い（ＪＳＴ⇒研究機関） 

委託研究費の増額変更に係る契約変更手続き終了後は、増額後の契約額をもとに、各四半

期に必要となる委託研究費を請求してください。 

なお、第 4 四半期分を請求した以降に増額変更した場合は、一括で支払います。速やかに

増額された委託研究費を請求してください。 
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 知的財産権の管理について 
１．研究機関所属の研究者等（研究機関発明者）の持分に係る知的財産権の取扱い 

 

◆研究機関が発明等を権利化しない場合の取扱い等 

 

共通版の記載内容 企業等： ５７～５８ページ 

「（２） 研究機関が発明等を権利化しない場合の取扱い」全ての箇所 

共通版の記載内容 企業等： ５８～６１ページ 

（３） 研究機関に帰属した（ＪＳＴとの共有でない）知的財産権について 

① ＪＳＴへの届け出 

（中略） 

(*3)ＪＳＴが有用性等を審査の上承継し、必要な手続きを行う場合がありますので、 

・「登録料もしくは年金の不納」、「出願審査請求の未請求」により自らの意思で 

知的財産権を放棄する場合は、当該放棄に係る法的期限の３０日前までにＪＳ 

Ｔへ通知してください。 

・法的期限のない「出願取り下げ」については、放棄予定日の 30 日前までに放 

棄予定日をＪＳＴへ通知してください。 

なお、下記事由については、速やかにＪＳＴへ通知されることを前提に事後の 

通知とすることができるものとします。 

       「拒絶承服」、「異議承服」、「無効承服」、「却下」、「消滅」 

 

上記および下線部分は適用しません。ＪＳＴが知的財産権の一部または全部を持つことはありま

せん。 
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◆第三者が発明に参加した場合の取扱い 

 

共通版の記載内容 企業等： ６２ページ 

（３） 研究機関に帰属した（ＪＳＴとの共有でない）知的財産権について 

③ 第三者が発明に参加した場合の取扱い 

第三者の発明寄与分に係る知的財産権の帰属について、研究機関と当該第三者に 

よる協議の上取り決めるものとします。なお、ＪＳＴと当該研究課題に係る研究契 

約を締結していない第三者と共同して出願又は申請する場合は、委託研究契約書に 

規定する遵守事項等の取扱いについて調整する必要があるため、事前にＪＳＴにご 

相談ください。 

 

上記に代えて、以下のとおりとします。 

 

③ 第三者が発明に参加した場合の取扱い 

第三者の発明寄与分に係る知的財産権の帰属について、本研究に参画する全ての機関間で締結

される共同研究契約で取り決めておいてください。 

 

 

◆ＪＳＴとの共有に係る知的財産権の取扱い等 

 

共通版の記載内容 企業等： ６３ページ 

「（４） ＪＳＴとの共有に係る知的財産権の取扱い」全ての箇所 

「（５） ＪＳＴに帰属した知的財産権の研究機関への譲渡について」全ての箇所 

 

上記は適用しません。 
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 各種報告書等の提出について 
１．ＪＳＴへの提出物（経理様式） 
 

共通版の記載内容 企業等： ７６～７７ページ 

１．ＪＳＴへの提出物（経理様式） の表 

 

上記に加えて、独自で使用する様式は以下のとおりとします。 
  

様式 報告書等の名称 提出期限等 

経理様式５１ 中間実績報告書 第２四半期終了後、１０月３１日まで 

第１・第２四半期の執行状況（４/１～９/３０に支出した分）

を「中間報告」として、収支簿と証拠書類の写しを添付して

提出 
 

経理様式５５ 試作品取得報告書 第４四半期終了時（翌事業年度の 4 月２日まで）/研究終了時 

報告対象がない場合もその旨を報告 
 

経理様式５７ 委託研究費請求書 

（請求内訳書を含む） 

委託研究費を請求する際には、本様式の「請求書」と「請求内

訳書」を四半期ごとに提出 

第 1 四半期分［4/1～6/30］  ：当事業年度の 4 月２０日まで 

第 2 四半期分［7/1～9/30］  ：当事業年度の 7 月２０日まで 

第 3 四半期分［10/1～12/31］：当事業年度の 10 月２０日まで 

第 4 四半期分［1/1～3/31］  ：当事業年度の 1 月２０日まで 
 

経理様式５８ 取得物品現況報告書 固定資産一覧表および資産管理ラベル到着後、提出 

第 1 四半期分［4/1～6/30］  ：当事業年度の９月３０日まで 

第 2 四半期分［7/1～9/30］  ：当事業年度の１２月３１日まで 

第 3 四半期分［10/1～12/31］：当事業年度の３月３１日まで 

第 4 四半期分［1/1～3/31］  ：翌事業年度の６月３０日まで 
 

経理様式５９ 自己資金・マッチング

ファンド実績報告書 

・第２四半期終了時 

１０月３１日までに、第１・第２四半期の執行状況（４/１～

９/３０に支出した分）を「中間報告」として、証拠書類の写

しを添付して提出 
 
・年度末、契約期間終了時 

毎事業年度終了後、翌事業年度の５月３１日まで 

ただし、契約期間終了日が当事業年度の３月末日以外の場合

は、契約期間終了後６１日以内でＪＳＴが指定する日までに

証拠書類の写しを添付して提出 
 

※自己資金の証拠書類については、本補完版１６～２０ペー

ジ参照 
 
※過年度の時点ですでにマッチングが成立している機関は、

表紙のみを提出（経理様式５９付属の支出明細および自己資

金の証拠書類は全て提出不要） 
 

 

注）上記の各提出期限が休日の場合は、前営業日を期限とします。 
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共通版の記載内容 企業等： ７７ページ 

定期報告スケジュール の図 

 

上記に加えて、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【企業等】定期報告スケジュール 
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実
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9/30 12/31 

・・・ 委託研究費の請求に関するもの 

・・・ 取得した固定資産の画像等報告に関するもの 

・・・ 委託研究費や自己資金の実績報告に関するもの 

・・・ 取得した試作品の報告に関するもの 

10/31 
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B.事業固有の取扱い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

証拠書類の整理等について 

マッチングファンドの取扱い 

自己資金の執行について 
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 証拠書類の整理等について 
１．証拠書類の整理 

共通版【別添 2．証拠書類一覧】に従って証拠書類を整備してください。紙で管理する場合は以

下を参考に、費目別に分類した上で、収支簿または支出明細に記載された順番に綴じてください。

電子で管理する場合も整理する順番は同様です。 
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証拠書類の整理の仕方（参考） 
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（旅費の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人件費の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（謝金の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他の場合） 

物品費と同じ  
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２．証拠書類の保管 
 

委託研究費と同様に、自己資金についても証拠書類（原本）を保管する必要がありますのでご

注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．証拠書類の提出 

本補完版１０ページに記載のとおり、中間実績報告時や期末実績報告時に証拠書類の「写し」を

ＪＳＴに提出してください。対象書類は次ページのとおりです。 
 

※調査等においてＪＳＴが必要と判断した場合には、保管書類の提出も求めることがあります。 

 

委託研究費と異なり、自己資金は大部分の証拠書類が提出不要です。表で指定されている書類の

みを提出してください。 

 

＜以下は、過年度の時点ですでにマッチングが成立している機関が対象＞ 
 

「自己資金・マッチングファンド実績報告書」（経理様式５９）表紙のみを提出してください。 

経理様式５９付属の支出明細および自己資金の証拠書類は全て提出不要です。 
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ＪＳＴに提出する証拠書類（写し） 
 

委託研究費 
共通版【別添 2 証拠書類一覧】で「○」に指定されているもの 

※「△」は提出不要です。 

 

自己資金 

物品費 

（以下のみを提出してください） 
 
・利益排除を証する書類 
 

※１００％子会社等・自社・参画機関から調達した場合は提出してください。

詳細は共通版３８～４１ページを参照してください。 

旅費 （提出不要です） 

人件費 

（以下の経理様式のみを提出してください） 
 

・経理様式１５ 作業月報 

・経理様式１６ 作業日誌 

・経理様式１７ 人件費精算書 

・経理様式１８ 従事証明書 
 

※経理様式以外の証拠書類は提出不要です。 

※雇用形態によって作成する経理様式が異なります。共通版３３ページ「雇

用形態別必要書類」の表を参照し、「○」に指定されているものを作成して

ください。 

謝金 （提出不要です） 

その他 

（以下の①～③のみを提出してください） 
 

① 大学等に支出した共同研究費に関する以下の書類 
 

・共同研究契約書 

※大学等側の締結者が研究者個人のものは不可です。包括契約の場合

は、支出金額のうち、いくらが本研究に使用されるのかわかることが

必要です。 

・大学等の口座宛の振込明細 または 大学等が発行した領収証 

   ※研究者個人名での領収証は不可です。 

・使途明細  

※大学等から支出実績（使途明細）が提出されている場合は、提出して

ください。 
 

② 利益排除を証する書類 
 

※１００％子会社等・自社・参画機関から調達した場合は提出してくださ

い。詳細は共通版３８～４１ページを参照してください。 
 

③ 算出根拠書類 
 

※研究施設の使用料・光熱水料等を按分して計上した場合は提出してくだ

さい。詳細は共通版３６ページ④⑤を参照してください。 

 

注）過年度の時点ですでにマッチングが成立している機関は、自己資金の証拠書類は全て提出不要。 
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 マッチングファンドの取扱い 
 

１．マッチングファンドの概要 

産学共同 本格型の研究は「マッチングファンド」として実施されます。 

「マッチングファンド」は、ＪＳＴから企業等に配分する委託研究費（直接経費・間接経費の

合計額）と同額以上の資金を、企業等に負担していただくことを条件としています。 

申請時における企業等の資本金額により決定される「マッチング係数」に、支出した自己資金

額を乗じた金額が、企業等の負担した額とみなされます。各企業等は、研究期間終了の精算時点

で、下記の図のような計算式が成立することを求められます。 

 

（例）企業 A、企業 B の２社が参画している場合 

 

企業 A 

 

マッチング係数 

 

ＪＳＴから企業 A へ配分される委託研究費 

（ 直接経費 ＋ 間接経費 ） 
× ≧ 

自己資金 
  

 
 

企業 B 

 

マッチング係数 

 

ＪＳＴから企業 B へ配分される委託研究費 

（ 直接経費 ＋ 間接経費 ） 
× ≧ 

自己資金 
  

 

※自己資金とは、企業等が本研究の実施にあたって自ら支出する研究費をいいます。 

※上述の委託研究費・自己資金の金額は、実績報告書等の提出書類をもとに精算を行い、 

ＪＳＴが認定した額となります。 

 
 

２．マッチング係数 

申請時における当該企業の資本金額を基準とし、マッチング係数が設定されます。詳しくは、

公募要領・委託研究契約書をご確認ください。 

 
 

３．マッチングファンドの注意事項 

①マッチング成立が求められる時期 

研究期間終了の精算時点で、マッチングが成立していることが条件となります。 

 

②自己資金が不足した場合 

マッチングが達成しない場合には、マッチング不足分についてＪＳＴに弁済する義務を負っ

ていただきます。 

（研究が途中で中止となり、その時点でマッチングが成立していない場合も、同様の義務が発

生します） 
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４．マッチングファンド状況の報告 

各企業等は、第２四半期終了時と年度末、または研究終了時にＪＳＴに対して「自己資金・マ

ッチングファンド実績報告書」（経理様式５９）により、マッチングファンドの状況を報告する

ことが義務づけられています。当該マッチング状況については、以下の内容で作成いただく必要

があります。 

 

【研究期間中】 

 既経過年度分についてはＪＳＴに提出した支出実績額（精算額）を、先の年度分については

最新の研究計画書に基づく計画額を記入し、研究期間全体におけるマッチング状況の途中経

過を報告してください。 

※上記の報告時点でマッチングが未成立の場合、ＪＳＴより別途確認させていただきます 

のでご留意ください。本研究の中止または計画の見直しを求めることがあります。 

 

   【研究終了時】 

    全ての年度分について、ＪＳＴに提出した支出実績（精算額）を記入し、研究期間全体にお

ける最終的なマッチング状況を報告してください。 
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 自己資金の執行について 
 

自己資金とは、企業等が本研究の実施にあたり、自ら支出する研究費（間接的な研究経費は含み

ません）をいいます。 

自己資金の財源は公的研究費ではありませんが、国の事業として行われる研究支援プログラムに

おいて、公的研究費が配分される条件となっています。その執行に際しては、委託研究費に準じた

取扱いをしていただく必要があります。 

 

１．自己資金の対象 

・委託研究費の直接経費において、計上可能としている経費については、自己資金として計上す

ることができます。 

・委託研究費として支出した経費に関して、予算超過を理由に自己負担する額についても、自己

資金として計上することができます（ＪＳＴに所有権が帰属する固定資産は対象外）。 

・委託研究費（直接経費）では計上が認められていませんが、以下に挙げる経費は、自己資金と

して計上可能です。 

 

①計上できるもの 

○プロジェクトリーダー、主たる研究分担者（委託研究契約書に記載される者）の人件費 

（計画時の従事見込みではなく、実際に本研究に従事した割合に基づき、計上することが可

能です。研究機関において、計上の根拠資料を作成・保管していただく必要があります） 

○特許関連経費（出願、登録、維持に必要な費用） 

○研究機関が所有する固定資産に対する改造費 

〇企業から大学等への共同研究費 

  

共同研究費を自己資金に計上するためには、原則として以下の条件を満たすことが必要で

す。 

ⅰ）本研究に直接貢献する研究内容であり、本研究に使用する目的で支出されたものである

こと。 

ⅱ）本研究期間内に支出されたものであること。 

ⅲ）直接経費のみを計上すること。（間接経費等は対象外） 

ⅳ）支出した年度に計上すること。共同研究契約書で複数年度の研究期間が設定されている

場合は、期間按分して各年度に分けて計上することも可。 

 （ただし、本研究期間外に該当する費用が含まれる場合は、その分を除くこと） 

 

上記に該当しない共同研究費については、ＪＳＴ課題担当者へご相談ください。 
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②計上できないもの 

○「直接経費で計上した不（非）課税取引」に係る消費税等相当額 

○本研究に直接係るとみなせない経費 

○本研究に直接関わらない作業についての人件費 

 （例） 

・経理関係書類の作成等、経理処理業務に従事した時間の人件費（研究者等が行った 

場合も不可） 

・事務担当者や、本研究に直接携わらない者の人件費 

○研究機関が所有する機器の減価償却費 

 

 

２．費目 

費目は委託研究費に準じ、｢物品費｣｢旅費｣｢人件費・謝金｣｢その他｣の４つの費目で整理 

してください。 

 

 

３．報告書等の提出 

①報告書 

「自己資金・マッチングファンド実績報告書」（経理様式５９）を提出してください。 

 

②帳簿 

「自己資金・マッチングファンド実績報告書」（経理様式５９）付属の支出明細を使用してく

ださい。なお、過年度の時点ですでにマッチングが成立している機関は、支出明細の提出は不

要です。「自己資金・マッチングファンド実績報告書」（経理様式５９）表紙のみを提出してく

ださい。 

   

③証拠書類 

委託研究費と同様に、共通版【別添 2．証拠書類一覧】に基づき、整備してください。 

詳細は、本補完版１６～２０ページを参照してください。 


